
　
　
「
職
員
・
ア
ル
バ
イ
ト
」

特
別
区
職
員（
Ⅰ
類
）

人
事
担
当
／
４
階

☎（
３
２
２
８
）８
０
４
１

FAX（
３
２
２
８
）５
６
４
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募
集
職
種
と
受
験
資
格

①
事
務
・
技
術
職
＝
22
歳
以
上
32

歳
未
満
の
方

②
福
祉
・
衛
生
監
視
＝
22
歳
以
上

30
歳
未
満
の
方
で
、
必
要
な
資

格
・
免
許
を
有
す
る
方

③
心
理
＝
40
歳
未
満
の
方
で
、

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学（
短

期
大
学
を
除
く
）の
心
理
学
科
を

卒
業
し
た
方
、
ま
た
は
こ
れ
に

相
当
す
る
方

④
保
健
師
＝
22
歳
以
上
40
歳
未

満
の
方
で
、
保
健
師
免
許
を
有

　
　
「
催
し
」ロ
ゴ

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

リ
サ
イ
ク
ル
展
示
室

松
が
丘
１
︱
６
︱
３

☎（
３
３
８
７
）２
４
１
１　

FAX（
３
２
２
８
）５
６
３
４

会
場　
リ
サ
イ
ク
ル
展
示
室

開
催
日
時　

4
月
6
日
・
20
日
、

い
ず
れ
も
土
曜
日
、
午
前
10
時

～
午
後
1
時　

☆
出
店
者
の
募

集
は
終
了

5
月
の
出
店
者
募
集　

5
月
4
日

（
土
・
祝
）・
18
日（
土
）、
午
前

10
時
か
ら
開
催
。
都
内
在
住
・

在
勤
・
在
学
の
方
が
対
象
。
申

し
込
み
は
、
4
月
1
日
～
10
日

に
電
子
申
請
か
、
宛
先
に
申
込

者
の
住
所
・
氏
名
を
記
入
し
た

郵
便
ハ
ガ
キ
を
持
っ
て
、
直
接
、

リ
サ
イ
ク
ル
展
示
室
へ
。
抽
選

で
各
日
10
人（
う
ち
区
民
優
先
枠

5
人
）　
☆
抽
選
結
果
は
、
全
応

募
者
に
ハ
ガ
キ
な
ど
で
通
知

相談の種類 内容（定員） 日時　☆いずれも、
祝日と年末年始を除く 4月の実施日

①法律相談 弁護士による、土地や家屋、金銭貸借、遺産相続など、
日常生活の法律的事項に関する相談（12人）

毎週月・水曜日及び
毎月第3日曜日
午後1時～4時

1日（月）、3日（水）、
8日（月）、10日（水）、
15日（月）、17日（水）、
24日（水）

②不動産相談 宅地建物取引士による、不動産の売買や賃貸借、更新な
どに関する相談（6人）

毎月第1金曜日、
第3・第4火曜日
午後1時～4時

5日（金）、16日（火）、
23日（火）

③登記相談
司法書士・土地家屋調査士による、建物の表示登記、土
地の分筆､ 測量、不動産や法人の登記手続きに関する相
談（6人）

毎月第2火曜日
午後1時～4時 9日（火）

④税務相談 税理士による、相続税、贈与税、所得税、事業税などに
関する相談（6人）

毎月第1火曜日
午後1時～4時 2日（火）

⑤社会保険・
　労務管理相談�

社会保険労務士による、年金、健康保険、雇用保険、
労災保険、労働問題などに関する相談（6人）

毎月第3金曜日
午後1時～4時

19日（金）
⑥暮らしの手続と
　書類の相談

行政書士による、契約書、内容証明書、相続、遺言、外
国人のビザなどの書類の作成方法や行政機関へ提出する
書類の手続き方法に関する相談（6人）

毎月第3金曜日
午後1時～4時

⑦行政相談� 行政相談委員による、国の仕事やサービス、各種手続き
などの苦情・意見・要望に関する相談（4人）

毎月第4金曜日
午後2時～4時 26日（金）

⑧人権擁護相談 人権擁護委員による、いじめや言葉による暴力、差別、
嫌がらせなど人権侵害に関する相談（6人）

毎月第1火曜日
午後1時～4時 2日（火）

区内在住の方　
☆表の⑦⑧は、区内在勤・在学の方も可

相談日の前週の同曜日午前9時から電話で区民相談担当へ
☆予約開始日が休日の場合は、翌平日の午前9時から受け付け。4月21日（日）・
22日（月）の①法律相談は、中野区議会議員選挙のため実施しません

区役所1階専門相談室対象

申込み

会場

中野区基本構想審議会
審議会委員の委嘱・諮問等

4月8日（月）午後7時から

区役所7階会議室

【問合せ】 基本構想担当／４階
☎（３２２８）５７８２　 FAX（３２２８）５４７６

☆当日直接会場へ

傍聴を

国民健康保険料の第10期
（3月支払い分）

☆口座振替の方は、3月29日までに残高の
確認を

4月1日は納期限です
忘れず納付を

す
る
方

☆
年
齢
は
来
年
4
月
１
日
現
在
。

受
験
資
格
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く

は
、
特
別
区
人
事
委
員
会
事
務

局
か
、
試
験
案
内
で
ご
確
認

く
だ
さ
い

試
験
案
内
配
布
場
所　

区
民
活
動

セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
区
役
所

４
階
人
事
担
当
な
ど

申
込
み　

3
月
19
日
か
ら
前
記

事
務
局
で
申
し
込
む
か
、
試

験
案
内
に
あ
る
採
用
試
験
申
込

書
を
郵
送
で
、
同
事
務
局
任
用

課
採
用
係
へ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

＝
4
月
4
日
ま
で
、
郵
送
＝
4

月
2
日
ま
で
の
消
印
有
効

試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

特
別
区
人
事
委
員
会
事
務
局

☎（
５
２
１
０
）９
７
８
７

専門相談をご利用ください
区民相談担当／１階　☎（３２２８）８８０２　FAX（３２２８）５６４４

HP
詳しく

で

　暮らしの問題を解決するきっかけとして、法律などの専門家に相談できま
す。いずれも予約制で、相談時間は30分以内。面談により実施します。　
☆電話での相談はできません

　
　
「
仕
事
・
ビ
ジ
ネ
ス
」ロ
ゴ

な
か
の
ビ
ジ
ネ
ス
創
造
塾

「
自
分
ら
し
く
起
業
し
た
い

人
の
た
め
の
入
門
講
座
」

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

中
野
２
︱
13
︱
14

☎（
３
３
８
０
）６
９
４
６

FAX（
３
３
８
０
）６
９
４
９

　

中
小
企
業
診
断
士
か
ら
楽
し

く
起
業
の
プ
ロ
セ
ス
を
学
び
ま

す
。

日
時　

4
月
18
日（
木
）午
後
6

時
半
～
8
時
半

会
場　
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

対
象　

区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

区
内
で
の
創
業
を
考
え
て
い
る

方申
込
み　

3
月
22
日
か
ら
産
業

振
興
セ
ン
タ
ー
で
申
し
込
む

か
、
電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ（
氏

名
と
ふ
り
が
な
、
電
話
番
号
、

お
持
ち
の
方
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記
入
）ま
た
は
直
接
、
同
セ
ン

タ
ー
へ
。
先
着
20
人

仕
事
・

ビ
ジ
ネ
ス

便利なマイナンバーカードの取得を
　マイナンバーカードは、金融機関での口座開設、パスポートの新規発給、携帯電話
の契約など、さまざまな場面で身分証明書として利用できます。ぜひ、取得を。

マイナンバー　
キャラクター　

�「マイナちゃん」▶

証明担当／1階　
☎（３２２８）５５０６　FAX（３２２８）５６５３

　マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書を発行したも
の）を利用して、住民票の写しと印鑑証明書をコンビニで取得
できます。1通当たり200円と、区役所窓口での発行よりも
100円安く取得でき、時間も5分程度で済みます。

コンビニエンスストア（コンビニ）で
証明書を受け取れます

住民基本台帳カード（住基カード）
を利用している方へ

全国のセブン-イレブン、
ローソン、ファミリーマー
トおよびミニストップ等の
各店舗に設置されたマル
チコピー機

利用場所 利用時間
午前6時半～午後11時（年末
年始・メンテナンス時を除く）
☆区役所1階ローソンのマル
チコピー機でも、平日、区役
所の業務時間内に利用可

　お持ちの住基カードの有効期限日または3月
末日のいずれか早い日で、コンビニ交付の利
用ができなくなります。また、住基カードの電
子証明書は更新できません。
　コンビニ交付や電子証明書を利用する方は、
マイナンバーカードへの切り替えをお願いしま
す。
☆マイナンバーカードについて詳しくは、個人
番号通知・カード交付担当へ問い合わせを

個人番号通知・カード交付担当／1階　
☎（３２２８）５４２５　FAX（３２２８）５６５３

▶︎
欲
し
い
も
の
が
見
つ
か
る
か
も
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催
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4月から申し込み開始日が
「当日」から「事前」に
変わります

（例） 4月1日（月）の相談の申し
込みは、3月25日（月）午前9時
から受け付け

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

は、区　で詳しい内容をご覧になれます
HP
詳しく

で

　 はホームページ 区　から、　　は電子申請が、　　は申請書などのダウンロードが可
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